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高
齢
者
の
医
療
制
度
の
改
悪
が

続
い
て
い
る
。

　

２
０
０
８
年
４
月
に
開
始
し
た
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以
上
の
高

齢
者
を
国
保
や
健
保
制
度
か
ら
引
き
離

し
、
個
人
か
ら
保
険
料
を
徴
収
し
制
度

運
営
を
行
っ
て
い
る
。
収
入
が
現
役
世

代
よ
り
も
少
な
い
一
方
で
、
医
療
費
が

か
さ
む
後
期
高
齢
者
の
保
険
制
度
は
、

そ
の
財
政
基
盤
が
極
め
て
脆
弱
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

指
摘
の
と
お
り
運
営
主
体
で
あ
る
全

国
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、

度
重
な
る
保
険
料
の
引
き
上
げ
を
行

い
、
ま
た
、
政
府
は
低
所
得
者
向
け
保

険
料
特
例
軽
減
の
段
階
的
廃
止
や
窓
口

負
担
の
１
割
か
ら
２
割
負
担
化
を
予
定

し
て
い
る
。

　

高
齢
者
の
暮
ら
し
と
命
と
健
康
を
維

持
す
る
た
め
、
以
下
の
こ
と
を
伺
う
。

(1)
本
町
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入

者
の
所
得
階
層
別
人
数
と
そ
の
保
険
料
。

(2)
保
険
料
滞
納
者
の
所
得
階
層
別
人
数

と
滞
納
に
よ
る
差
し
押
さ
え
の
状
況
。

(3)
特
例
軽
減
措
置
を
受
け
て
い
る
保
険

者
数
と
特
例
軽
減
措
置
が
廃
止
さ
れ
た

場
合
の
保
険
料
の
推
移
。

(4)
政
府
が
進
め
る
特
例
軽
減
の
廃
止
と

保
険
料
大
幅
引
き
上
げ
の
中
止
を
国
に

求
め
る
こ
と
。

(1)
次
表
の
と
お
り
。

(2)
平
成
27
年
度
現
年
分
の
保
険
料
に
係

る
滞
納
者
は
、
所
得
額
１
０
０
万
円
未

満
が
７
人
、
１
０
０
万
円
以
上
２
０
０

万
円
未
満
が
２
人
、
２
０
０
万
円
以
上

３
０
０
万
円
未
満
が
１
人
の
合
計
10
人

で
、
現
在
の
と
こ
ろ
滞
納
に
よ
る
差
し

押
さ
え
は
行
っ
て
い
な
い
。

(3)
昨
年
６
月
末
時
点
で
、
均
等
割
の
９

割
軽
減
の
対
象
者
が
９
０
１
人
、
８
・

５
割
軽
減
の
対
象
者
が
９
６
９
人
、
被

用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の

９
割
軽
減
の
対
象
者
が
１
１
２
人
、
合

計
１
９
８
２
人
で
、
内
数
と
し
て
、
所

得
割
の
５
割
軽
減
は
４
６
０
人
が
対
象

者
に
な
っ
て
い
る
。

　

特
例
措
置
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
、
昨

年
度
の
保
険
料
の
例
で
は
、
均
等
割
の

９
割
軽
減
の
う
ち
特
例
措
置
に
よ
る
２

割
軽
減
分
の
保
険
料
が
９
２
７
万
５
千

円
、
８
・
５
割
軽
減
の
う
ち
特
例
措
置

に
よ
る
１
・
５
割
軽
減
分
の
保
険
料
が

７
４
８
万
２
千
円
、
所
得
割
に
お
け
る

５
割
軽
減
分
の
保
険
料
が
６
８
９
万
４

千
円
、
さ
ら
に
、
被
用
者
保
険
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
方
の
均
等
割
の
９
割
軽

減
の
う
ち
特
例
措
置
に
よ
る
４
割
軽
減

分
の
保
険
料
が
２
３
０
万
６
千
円
で
あ

り
、
合
計
２
５
９
５
万
７
千
円
、
１
人

当
た
り
平
均
約
１
万
３
千
円
が
被
保
険

者
の
負
担
増
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
。

(4)
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
全
国
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
協
議
会
等
を
通

じ
て
、
国
の
財
源
確
保
の
上
、
恒
久
化

を
図
る
と
と
も
に
、
見
直
し
に
当
た
っ

て
も
被
保
険
者
を
取
り
巻
く
環
境
を
十

分
考
慮
す
る
よ
う
に
国
に
要
望
し
て
お

り
、
保
険
料
の
軽
減
措
置
等
に
つ
い
て

も
、
北
海
道
町
村
会
を
通
じ
て
、
国
の

責
任
に
お
い
て
継
続
し
て
い
く
こ
と
を

要
望
し
て
い
る
。

　

次
期
保
険
料
の
算
定
に
際
し
て
は
、

大
幅
引
き
上
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
、
国

や
北
海
道
に
対
し
、
保
険
料
抑
制
に
対

す
る
財
源
措
置
、
財
政
支
援
の
拡
充
、

財
政
安
定
化
基
金
の
積
み
増
し
を
求
め

て
い
き
た
い
。

答問
被
保
険
者
の
負
担
が
重
く
な
ら
な
い
よ
う
国
に

求
め
て
い
く

高
齢
者
の
命
を
守
る
医
療
制
度
に

問

町
　
長

制度周知パンフレット

板垣　良輔 議員
（日本共産党
幕別町議員団）

所得階層 被保険者数
１人当たり

年額平均保険料

～ 100 万円未満 3166 人 2 万 2193 円

100 万円以上～ 200 万円未満 701 人 16 万 279 円

200 万円以上～ 300 万円未満 118 人 25 万 2378 円

300 万円以上～ 400 万円未満 26 人 34 万 8596 円

400 万円以上～ 500 万円未満 13 人 43 万 9077 円

500 万円以上～ 600 万円未満 5人 56 万 5700 円

600 万円以上 19 人 51 万 7500 円

計 4048 人

【所得階層別人数と１人当たりの年額平均保険料（Ｈ 28 年３月末現在）】


